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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 本 体 部 と マ ス ク 部 と を 含 む 紙 幣 識 別 装 置 で あ っ て 、
　 該 本 体 部 は 、 光 源 を 備 え た 基 板 を 含 み 、
　 該 マ ス ク 部 は 、 該 紙 幣 識 別 装 置 の 前 面 に 位 置 す る よ う に 形 成 さ れ た 紙 幣 挿 入 口 と 、 一 方
の 端 部 が 紙 幣 搬 送 路 と 接 続 さ れ 、 他 方 の 端 部 が 該 紙 幣 挿 入 口 ま で 延 在 し て い る 紙 幣 シ ュ ー
ト 路 と を 含 み 、 該 紙 幣 シ ュ ー ト 路 の 少 な く と も 1つ の 面 は 、 該 光 源 か ら 該 紙 幣 挿 入 口 ま で
延 在 す る 部 分 を 含 む 導 光 部 材 で 形 成 さ れ 、
　 該 光 源 か ら 発 せ ら れ る 光 は 、 該 導 光 部 材 を 介 し て 該 紙 幣 挿 入 口 に 光 学 的 に 結 合 さ れ る 紙
幣 識 別 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 該 導 光 部 材 は 、 該 光 源 と の 接 続 端 に お い て 少
な く と も 1つ の 光 源 の 大 き さ に 適 合 し た 横 幅 を 有 し 、 該 紙 幣 挿 入 口 ま で 延 在 し て い る 該 紙
幣 シ ュ ー ト 路 の 該 他 方 の 端 部 に お い て 該 紙 幣 挿 入 口 の 横 幅 に 適 合 し た 幅 を 有 す る よ う な 形
状 に 形 成 さ れ る 紙 幣 識 別 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 該 マ ス ク 部 は 、 剛 性 部 材 で 形 成 さ れ る 紙 幣 識
別 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 該 光 源 は 、 発 光 ダ イ オ ー ド (LED)で あ る 紙 幣
識 別 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 該 本 体 部 は 、 該 本 体 部 に 着 脱 可 能 に 取 り 付 け
ら れ た 紙 幣 識 別 部 を 備 え 、 該 紙 幣 識 別 部 は 、 該 光 源 を 備 え た 該 基 板 を 含 み 、 該 マ ス ク 部 は
、 該 本 体 部 に 係 合 さ れ て お り 、 該 紙 幣 識 別 部 が 該 本 体 部 に 取 り 付 け ら れ た 場 合 に 、 該 光 源
か ら 該 導 光 部 材 を 介 し て 紙 幣 挿 入 口 に 至 る 光 学 経 路 が 形 成 さ れ 、 該 紙 幣 識 別 部 が 該 本 体 部
か ら 取 り 外 さ れ た 場 合 に は 、 該 光 学 経 路 は 形 成 さ れ な い 紙 幣 識 別 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 自 動 販 売 機 は 、 防 犯 カ メ ラ を 備 え て お ら ず 、 照 明 も 不 十 分 な 場 所 に 設 置 さ れ る こ と が 多
く あ る 。

従 っ て 、 か か る 犯 罪 に 対 処 す る こ と が 可 能 で あ る 紙 幣 識 別 装 置 に 対 す る ユ ー ザ か ら の 強 い
要 請 が 存 在 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 例 え ば 、 実 平 2-38666号 公 報 に は 、 紙 幣 識 別 装 置 の 紙 幣 挿 入 口 を 集 光 性 樹 脂 か ら な る
材 料 で 形 成 し 、 そ の 紙 幣 挿 入 口 を 自 動 販 売 機 の 内 部 で あ っ て 紙 幣 識 別 装 置 の 外 部 に 配 置 さ
れ た 光 源 に よ っ て 照 射 し 、 紙 幣 識 別 装 置 の 紙 幣 挿 入 口 に 発 光 機 能 を 持 た せ た 構 成 が 開 示 さ
れ て い る 。 上 記 の 構 成 に お い て は 、 光 源 が 紙 幣 識 別 装 置 の 外 部 に 配 置 さ れ る た め 、 物 理 的
な 制 約 か ら 紙 幣 挿 入 口 と 光 源 と は 離 れ た 位 置 に 配 置 さ れ る 。 従 っ て 、 光 源 が 発 す る 光 の 強
度 は 、 相 当 大 き な も の で な け れ ば な ら ず 、 強 力 な 光 源 を 使 用 し た 場 合 で あ っ て も 、 紙 幣 挿
入 口 の 全 体 を 照 射 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。 ま た 、 強 力 な 光 源 を 使 用 す る 場 合 に は 、 光 源
の 寿 命 の 観 点 か ら も 不 都 合 を 生 じ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】 実 開 平 2-38666号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 実 公 平 5-30215号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 許 第 3220235号 明 細 書
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 従 っ て 、 本 発 明 は 、 紙 幣 識 別 装 置 内 部 の 紙 幣 挿 入 口 と は 離 れ た 位 置 に 配 置 さ れ た 基 板 上
の 光 源 か ら の 光 を 導 光 部 材 を 介 し て 紙 幣 挿 入 口 に 誘 導 し 、 誘 導 し た 光 に よ っ て 紙 幣 挿 入 口
を 広 範 囲 に わ た っ て 光 照 明 し 、 そ れ に よ り 紙 幣 挿 入 口 に 近 接 し た 部 分 に 他 の 基 板 を 配 置 す
る 必 要 性 を 排 除 す る こ と が 可 能 で あ る 紙 幣 識 別 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。 か か る
構 成 に よ り 、 製 造 工 程 が 単 純 化 さ れ 、 製 造 コ ス ト の 著 し い 低 減 が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 本
発 明 は 、 光 源 か ら 導 光 部 材 を 介 し て 誘 導 さ れ た 光 に よ り 、 紙 幣 挿 入 口 の 中 心 部 分 の ご く 限
ら れ た 範 囲 の み な ら ず 、 紙 幣 挿 入 口 の 長 辺 に 沿 っ て 線 状 に 、 且 つ 、 紙 幣 挿 入 口 の 全 体 を 光
照 射 す る こ と が 可 能 で あ る 紙 幣 識 別 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
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暗 所 に 設 置 さ れ た 自 動 販 売 機 は 、 犯 罪 の 対 象 と な る こ と が よ く あ る 。 自 動 販 売 機
に 関 す る 犯 罪 の 代 表 的 な も の は 、 自 動 販 売 機 内 部 の 商 品 や 金 銭 の 盗 難 で あ る 。 上 記 の 犯 罪
を 行 う た め に は 、 何 ら か の 方 法 に よ っ て 自 動 販 売 機 の 内 部 に ア ク セ ス す る 必 要 が あ る 。 こ
の よ う な 事 情 か ら 、 自 動 販 売 機 に 関 す る 犯 罪 で は 、 紙 幣 挿 入 口 の 破 壊 を 伴 う こ と が あ る 。
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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 に 従 っ た 紙 幣 識 別 装 置 は 、 本 体 部 と マ ス ク 部 と を 含 み 、 本 体 部 は 、 光 源 を 備 え た
基 板 を 含 み 、 マ ス ク 部 は 、 紙 幣 識 別 装 置 の 前 面 に 位 置 す る よ う に 形 成 さ れ た 紙 幣 挿 入 口 と
、 一 方 の 端 部 が 紙 幣 搬 送 路 と 接 続 さ れ 、 他 方 の 端 部 が 紙 幣 挿 入 口 ま で 延 在 し て い る 紙 幣 シ
ュ ー ト 路 と を 含 み 、 紙 幣 シ ュ ー ト 路 の 少 な く と も １ つ の 面 は 、 光 源 か ら 紙 幣 挿 入 口 ま で 延
在 す る 部 分 を 含 む 導 光 部 材 で 形 成 さ れ 、 光 源 か ら 発 せ ら れ る 光 は 、 導 光 部 材 を 介 し て 紙 幣
挿 入 口 に 光 学 的 に 結 合 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 記 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て は 、 光 源 を 備 え た 基 板 は 、 紙 幣 識 別 装 置 内 部 に 紙 幣 挿 入 口
か ら 離 れ て 配 置 さ れ る 。 導 光 部 材 は 、 光 源 と の 接 続 端 に お い て 少 な く と も 1つ の 光 源 の 大
き さ に 適 合 し た 横 幅 を 有 し 、 紙 幣 挿 入 口 ま で 延 在 し て い る 紙 幣 シ ュ ー ト 路 の 他 方 の 端 部 に
お い て 紙 幣 挿 入 口 の 横 幅 に 適 合 し た 幅 を 有 す る よ う な 形 状 に 形 成 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 の 構 成 に よ り 、 紙 幣 挿 入 口 と 光 源 と が 導 光 部 材 を 介 し て 離 れ た 位 置 に 配 置 さ れ る た
め 、 光 源 を 基 板 上 に 配 置 す る こ と に よ り 紙 幣 挿 入 口 に 近 接 し た 部 分 に 他 の 基 板 を 配 置 す る
必 要 性 を 排 除 す る こ と が 可 能 と な る 。 従 っ て 、 製 造 工 程 が 単 純 化 さ れ 、 製 造 コ ス ト の 著 し
い 低 減 が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 上 記 の 構 成 は 、 光 源 か ら 導 光 部 材 を 介 し て 誘 導 さ れ た 光 に
よ り 、 紙 幣 挿 入 口 の 中 心 部 分 の ご く 限 ら れ た 範 囲 の み な ら ず 、 紙 幣 挿 入 口 の 長 辺 に 沿 っ て
線 状 に 、 且 つ 、 紙 幣 挿 入 口 の 全 体 を 光 照 射 す る こ と を 可 能 と す る 。
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